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「
子
ど
も
手
当
」
は
、
次
世
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
社
会
全
体
で
応
援
す

る
制
度
で
す
。
 

　
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る

方
に
、子
ど
も
１
人
に
つ
き
、

月
額
１
万
３
千
円
（
平
成
２２

年
度
）
を
支
給
し
ま
す
。
 

　
子
ど
も
手
当
は
、
受
給
資

格
を
認
定
の
う
え
、
年
３
回

６
月
、
１０
月
、
２
月
に
、
前

月
分
ま
で
の
手
当
を
お
支
払

い
し
ま
す
。
な
お
、
お
支
払

い
は
、
原
則
と
し
て
口
座
へ

の
振
り
込
み
で
、
各
月
１５
日

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

    　
子
ど
も
手
当
を
受
給
す
る

た
め
に
は
、
申
請
の
必
要
が

な
い
方
と
申
請
の
必
要
な
方

が
い
ま
す（
図
１
・
２
参
照
）。
 

申
請
の
必
要
が
な
い
方
 

・
平
成
２２
年
３
月
３１
日
時

点
で
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
た
方
 

　
た
だ
し
、
６
月
に
実
施
す

る
現
況
届
の
提
出
は
必
要

で
す
。
 

申
請
の
必
要
な
方
 

・
中
学
校
２
、
３
年
生
の
子

ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方
 

・
中
学
１
年
生
の
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
方
で
、
児
童

手
当
を
受
給
し
て
い
な
か
っ

た
方
 

・
所
得
制
限
な
ど
の
た
め
に

児
童
手
当
を
受
給
で
き
な
か

っ
た
方
 

・
書
類
不
備
で
児
童
手
当
が

支
給
さ
れ
て
い
な
い
方
 

申
請
方
法
 

　
所
定
の
「
認
定
請
求
書
」

ま
た
は
「
額
改
定
認
定
請
求

書
」
に
記
入
の
う
え
必
要
書

類
を
添
え
て
、
子
育
て
支
援

課
窓
口
ま
た
は
八
潮
駅
前
出

張
所
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
郵
送
に
よ
る
提

出
も
可
能
で
す
。
 

　
請
求
書
は
、
該
当
者
に
４

月
２１
日
に
郵
送
し
ま
し
た

が
、
申
請
の
必
要
な
方
に
該

当
し
て
い
て
請
求
書
が
届
い

て
い
な
い
方
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申

請
は
９
月
３０
日
ま
で
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
（
９
月
３０
日
を
過
ぎ
る

と
、
満
額
の
支
給
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
）。
 

必
要
な
書
類
 

・
厚
生
年
金
な
ど
、
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
が
加
入
す
る
年
金
制

度
に
加
入
し
て
い
る
と
き
は
、

請
求
者
本
人
の
健
康
保
険
被

保
険
者
証
の
写
し
、
ま
た
は

会
社
が
発
行
し
た
証
明
書
 

・
子
ど
も
手
当
の
振
り
込
み

を
希
望
す
る
請
求
者
本
人
名

義
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号

が
確
認
で
き
る
書
類
（
通

帳
な
ど
）
 

※
受
給
者
と
子
ど
も
が
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
な
い
な
ど
の

場
合
に
は
、
他
の
書
類
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

   ・
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
な
ど

子
ど
も
手
当
の
対
象
人
数
が

変
わ
っ
た
場
合
に
は
、「
額

改
定
認
定
請
求
書
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
勤

務
先
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

新
た
に
公
務
員
に
な
っ
た
場

合
に
は
、
「
受
給
事
由
消
滅

届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
 

・
八
潮
市
か
ら
転
出
さ
れ
る

場
合
に
は
、
八
潮
市
で
の
消

滅
届
と
新
し
く
お
住
ま
い
に

な
る
市
区
町
村
へ
の
申
請
が

必
要
で
す
。
 

・
平
成
２２
年
度
は
子
ど
も
手

当
が
支
給
さ
れ
る
た
め
、
原

則
と
し
て
児
童
手
当
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
平

成
２２
年
６
月
に
限
り
、
平
成

２１
年
度
分
の
児
童
手
当
（
平

成
２２
年
２
月
分
と
３
月
分
）

が
支
払
わ
れ
ま
す
。
 

・
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
方
お

よ
び
平
成
２２
年
４
月
以
降
に

転
入
し
た
方
は
、「
認
定
請

求
書
」（
既
に
子
ど
も
手
当

を
受
給
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

が
い
る
場
合
に
は
、「
額
改

定
認
定
請
求
書
」）の
提
出
が

必
要
で
す
。
 

　
原
則
と
し
て
請
求
の
あ
っ

た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、

申
請
猶
予
期
間
（
９
月
３０
日

ま
で
）
の
対
象
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
お
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
子
ど
も
手
当
の
全
部
ま
た

は
一
部
の
支
給
を
受
け
ず
に

八
潮
市
に
寄
附
し
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
に
生
か
し

て
ほ
し
い
と
い
う
方
に
は
、

簡
単
な
方
法
で
寄
附
を
行
う

手
続
き
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

（２） 平成22年5月10日 No.714広報 
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子
ど
も
手
当
っ
て
 

ど
ん
な
制
度
？
 

ご
注
意
く
だ
さ
い
！
 

子
ど
も
手
当
を
受
給
 

す
る
た
め
に
は
？
 

図１ 

〈平成22年3月31日現在〉児童手当を受給していた方 

小学生以下の子ども 

新たな手続きは不要 

子ども手当 
※4月に中学生になった子ども（3月までは児童手当の対象だ
った子ども）についても手続きは不要です。 
※手当は4月分から支給されます。 

〈平成22年3月31日現在〉児童手当を受給していなかった方 
中学生以下の子ども 

『認定請求書』の提出が必要 

子ども手当 
※9月30日までに『認定請求書』を提出してください。 
※手当は4月分から支給されます。 

小学生以下の子ども 中学生の子ども 

新たな手続きは不要 

中学生の子どもについて、 
『額改定認定請求書』の 
提出が必要 

子ども手当 
※9月30日までに『額改定認定請求書』を提出してください。 
※手当は4月分から支給されます。 

図２ 


